
建設コンサルタント業務及び補償関連コンサルタント業務の 

登録部門を追加した場合の入札参加資格の変更について 

 

定期認定又は追加認定において「希望（○）」で認定されている部門について、新たに登録部門を

追加した場合、「変更届」の提出によって、入札参加資格についても「登録（◎）」へ変更します。 

 

※追加部門について「希望（○）」の認定を受けていない場合は、この手続きでは変更できません。

追加認定の申請が必要です。 

 

 

● 変更の適用日については次のとおりです。 

 

前月２１日から当月２０日までに受付をした変更届について、翌月１日から適用します。 

 

（例） ４月１０日受付 → ５月１日から適用 

    ４月２５日受付 → ６月１日から適用 

 

● 変更届記載例 

 


